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別紙
福島県出荷制限解除後の検査計画と生産・出荷体制

１ 出荷制限を解除する範囲
今回追加する対象区域は、本宮市旧和木沢村（白沢村）、旧白岩村及び大玉村旧大山

村で、下記の対象区域で産出される大豆。

市町村名 対象区域
福 島 市 旧野田村、旧平野村、旧立子山村、旧佐倉村、旧水保村及び旧庭塚村
郡 山 市 旧高野村
須賀川市 旧長沼町
二本松市 旧小浜町及び旧渋川村
南相馬市 旧石神村及び旧太田村
伊 達 市 旧堰本村及び旧富野村
本 宮 市 旧和木沢村（白沢村）及び旧白岩村
桑 折 町 旧伊達崎村
大 玉 村 旧玉井村及び旧大山村

２ 検査結果等の状況
（１）モニタリング検査結果について

上記１の区域で産出される 27 年産大豆について、「検査計画、出荷制限等の品目・
区画の設定/解除の考え方」（平成 27 年３月 20 日付け原子力災害対策本部長公表）別
添８の３に基づき作成した「出荷制限区域において産出された大豆に関する福島県管
理計画」により、生産者全戸の生産量を管理の上、全袋検査を実施した結果、全て基
準値を下回った。

＜検査結果概要＞

※ なお、過去に基準値を超過して、それ以降作付けの無い農家（基準値超過以降、
検査を受けていない農家）がいるが、市村は今後作付けの有無を毎年確実に確認し、
作付けを再開する場合は、市村とともに県が吸収抑制対策実施の徹底を指導すると
ともに、優先してモニタリング検査を実施して、出荷前の管理を徹底する。

年産 品目
不検出～
10Bq/kg以下

10超～
50Bq/kg

50超～
100Bq/kg

100Bq/kg超 合計 最大値 備考

H24 大豆 2 5 6 1 14 130
うち 和木沢村(白沢村) 0 0 6 1 7 130
うち 上記以外 2 5 0 0 7 28

H25 大豆 28 15 3 0 46 93
うち 和木沢村(白沢村) 17 12 2 0 31 93
うち 上記以外 11 3 1 0 15 86

H26 大豆 159 24 8 3 194 120
うち 和木沢村(白沢村) 49 9 4 0 62 86
うち 白岩村 103 14 4 3 124 120
うち 上記以外 7 1 0 0 8 15

274 55 5 1 335 110
うち 大山村 172 53 5 1 231 110
うち 上記以外 102 2 0 0 104 26

H27 大豆 118 24 1 0 143 60
うち 和木沢村(白沢村) 50 16 1 0 67 60
うち 白岩村 60 7 0 0 67 24
うち 上記以外 8 1 0 0 9 11

201 12 0 0 213 25
うち 大山村 197 11 0 0 208 24
うち 上記以外 4 1 0 0 5 25

市町村名

本宮市

本宮市

本宮市

大玉村

本宮市

大玉村



（２）吸収抑制対策について
○ 県は平成 27 年３月９日に「農業技術情報 大豆とそばの放射性セシウム吸収
抑制対策」を発出し、上記１の市村及び該当ＪＡに通知。
○ 上記１の市村及び該当ＪＡでは、県からの通知を受け、生産者へ吸収抑制対策の
指導を実施。

○ 土壌分析結果に基づき、土壌中の交換性カリ濃度が 50mg/100g程度になるよう、
カリ資材の施用を指導。（福島県営農再開支援事業の補助金を活用）
※「農業技術情報 大豆とそばの放射性セシウム吸収抑制対策」は別紙資料１のと
おり。

３ 出荷制限解除後の生産・出荷体制
解除後も、上記１の市村で産出される大豆について、「検査計画、出荷制限等の品

目・区域の設定・解除の考え方」（原子力災害対策本部決定）に則して適切にモニタ
リング検査を実施し、公表していく。
なお、モニタリング検査の実施に当たっては、これまでと同様に、あらかじめ出荷

等の自粛を要請し、検査を実施する。

（１）生産段階
県は、上記１の市村に対し、ＪＡと連携するなどした大豆作付予定生産者の作付

前の確実な把握及び十分なカリ施用等の吸収抑制対策の徹底（全農家に対する普及
啓発とともに、大豆作付予定生産者へは重点的に周知徹底）を指導するとともに、
その実施状況の確認を行う。
特に過去に基準値を超過したほ場において作付けされる場合は、吸収抑制対策の

実施を巡回指導で行うとともに、基準値超過以降新たに大豆を作付けする場合は、
優先してモニタリング検査を実施し、出荷前の管理を徹底する。
また、県は、当該地域の全検体のモニタリング検査が終了するまで出荷を自粛す

るよう、生産者及び生産者団体に要請する。

（２）流通段階
大豆の出荷・販売にあたって、県は、上記１の市村及び該当ＪＡと連携し、生産

者及び生産者団体に対し、出荷先及び販売先等の記録の保存を求め、流通の捕捉が
できるよう指導する。
また、県は、当該地域の全検体のモニタリング検査が終了するまで流通しないよ

う、生産者及び生産者団体等に要請する。

（３）検査体制
原子力災害対策本部が定める「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除

の考え方」に基づき、特に、過去に高い放射性セシウムが検出した地点を優先し、
適切にモニタリング検査を実施し、その結果について公表する。

４ その他
基準値を超過した大豆については埋設処分等を行う。
（参考）解除申請地域がわかる県地図（別紙資料２）
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